


1



2



3



4











5



6



0%

7



8



9



10



11



12



13



＜適用＞ 令和７年１０月１日以降に入札公告等を行う建設工事から適用

◇ 防衛省が発注する建設工事の契約保証は平成９年以降、すべての建設工事において役務的保証（請負代金額の３０％以上）を適用
◇ 地方自治体等の要望や入札の不調・不成立の抑制のために平成２６年８月以降、基準額以上又は特段の事情があると認められる工
事には役務的保証（請負代金額の３０％以上）、それ以外の工事は金銭的保証（請負代金額の１０％以上）を適用
◇ 前回の見直しから１０年が経過し、

①自衛隊施設の強靱化事業の推進に伴い、発注ロットが大型化しており、JVや資力のある大企業の受注が増加していること
②役務的保証は保証事業者が限定されること

などから、入札参加者の増加にもつながるので見直しを行う

（見直し案）
⑴基準額以上の工事 ⇒ 請負代金額の１０分の３以上の金銭的保証〔第４条（A）〕
⑵基準額未満の工事 ⇒ 請負代金額の１０分の１以上の金銭的保証〔第４条（A）〕※１
⑶役務的保証によらざるを得ない事情があると認められる工事※２

⇒ 請負代金額の１０分の３以上の役務的保証〔第４条（B）〕

※１ これまで基準額未満の工事のうち、期日が決まっている工事は役務的保証を求めていたところ、原則、全て金銭
的保証とする

※２ 事情があると認められる工事は、役務的保証の対象となっている工事の追加工事など

概 要
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概 要

配置予定技術者の評価を行わない技術提案評価型（基準額
以上）において、配置予定技術者の申請資料提出期限を落
札前まで延伸することで、参加表明者側で契約手続きの終
盤まで配置予定技術者の選定が可能となるとともに、配置
予定技術者の資格要件に係る資料の提出を、落札候補者の
みに求めることで、企業側の事務負担を軽減。

メリット

・発注者の資格審査業務の負担軽減にも寄与
・競争参加資格確認申請書等の提出期限から落札者の決定
までの約３ヶ月は配置予定技術者が拘束されず
・落札候補者は、落札者の決定まではペナルティなしで辞
退可能

適用局:北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局で試行し、その効果を検討する。

【手続きフロー】

２ ．参加表明段階での技術者の資料を求めない方式の試行

15



防衛省においては、多くの方に入札に参加して頂けるよう、年度途中でも随時、様々な取組を行っているところです。
令和５年度以降、現在までに行っている取組は以下のとおりです。

地元企業や専門工事業者の参入を促進するため、元請け受注だけでなく、防衛省発注の総合発注工事における一次下請け
の施工実績も同種工事の施工実績とし、要件を緩和

技術提案書を求める工事について、技術課題は１又は２とし、１課題あたり提案数を最大５つまでとしていたが、最大３つまで
に見直しを行い、作成に係る負担を軽減

共同企業体（ＪＶ）の構成員数は、これまで２ないし３社であったところ、共同企業体に関する制度を踏まえつつ、地元企業を含
む数多くの企業（最大１０社）が参加できる共同企業体を組成できるよう、構成員数の制限を緩和

・評価基準に地元企業を含めた共同企業体の組成に応じた加点を設定
・参加条件に地元企業への一定程度の下請発注率を課すことや、評価基準に地元企業に対する下請発注率に応じた加点を
実施

３－２ 施工実績（経験）に関する要件緩和

３－４ 最適化事業（ＥＣＩ方式）における共同企業体（JV）の構成員数の制限の緩和

建設工事の契約保証を役務的保証（請負代金額の３０％）から、原則、金銭的保証（請負代金額の３０％）に変更（令和７年１０
月１日以降の入札公告等から適用）

建設工事のうち、WTO基準額以上の工事の資格要件となる配置予定技術者の資料提出を落札候補者のみに限定（令和７年
１０月１日以降の入札公告等から適用）

・配置予定技術者に求める施工経験については、これまで施工規模を求めていたが、受注企業として技術者を適切に支援す
ることを前提に、規模の要件を廃止
・配置予定技術者に求める施工実績について「現場施工期間の２分の１以上の期間に従事」へ緩和

１ 建設工事に係る契約保証を役務的保証から金銭的保証へ変更

２ 参加表明段階での技術者の資料を求めない方式の試行

３－１ 技術者の要件緩和

３－５ 最適化事業（ＥＣＩ方式）における地元企業の活用

３－３ 技術提案書作成枚数の見直し

https://www.mod.go.jp/j/budget/seido/oshirase/pdf/oohabakanwa.pdf

https://www.mod.go.jp/j/budget/seido/oshirase/pdf/youkenkanwa.pdf

https://www.mod.go.jp/j/budget/seido/oshirase/pdf/202502a.pdf

https://www.mod.go.jp/j/budget/seido/oshirase/pdf/kanwa_202501.pdf

NEW

NEW
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https://www.mod.go.jp/j/budget/seido/oshirase/pdf/202509a.pdf

https://www.mod.go.jp/j/budget/seido/oshirase/pdf/202509b.pdf

https://www.mod.go.jp/j/budget/release/pdf/saitekika_bid_eci.pdf

https://www.mod.go.jp/j/budget/release/pdf/saitekika_bid_eci.pdf



17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建設工事に係る企業の施工実績及び 

配置予定技術者の施工経験に関する要件緩和について 

各地方防衛局等が発注する建設工事では、一般競争入札等の競争参加資

格において、参加企業及び配置予定技術者に対し元請けとしての施工実績

（経験）を求めています。 

他方、現在、建設工事の技術者不足が深刻化する中、求める要件を満たす

実績（経験）を有しているものの、元請け受注でないことから入札に参加で

きない場合もあると承知しており、このような状況を改善するため、令和５

年８月１日以降に入札公告または手続開始の公示を行う建設工事を対象

に、次のとおり企業の施工実績及び配置予定技術者の施工経験について要

件を緩和することとします。 

一次下請けとしての実績（経験）の採用 
従来の元請けとして完成・引渡しが完了した工事に加え、防衛省発注の総

合発注工事※の一次下請けとして完成・引渡しが完了した工事についても、

実績（経験）として採用することとします。 
 

※総合発注工事とは、建築工事、土木工事、電気工事、機械工事及び通信工事の５職

種のうち、複数の職種の工事を一括で発注した工事をいいます。 

 

技術評価における要件緩和、評価基準等 

同種工事の施工実績 同種工事であれば、元請けのほか防衛省発注の総合発注工事の一次下請けの施工実績も評価

工事成績
対象工事と同一工種であれば、元請けとしての工事のほか、防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして従事し
た工事の工事成績も評価

優秀工事等顕彰等の実績 元請けとしての工事のほか、防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして従事した工事の顕彰等の実績も評価

難工事の工事実績
元請けとしての難工事のほか、当該発注機関における防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして従事した難工
事の工事成績も評価

資格 【変更なし】

同種工事の施工経験
同種工事であれば、元請けのほか総合発注工事の一次下請けの施工経験も評価
なお、一次下請けとして従事した工事については、主任技術者、現場代理人又は担当技術者として従事した施工経
験があるものについて評価対象

工事成績

対象工事と同一工種であれば、元請けとしての工事のほか、総合発注工事の一次下請けとして従事した工事の工事
成績も評価
なお、一次下請けとして従事した工事については、主任技術者又は現場代理人として従事した施工経験があるもの
についてのみ評価対象

優秀工事等技術者顕彰等
の実績

【変更なし】

難工事の工事実績

元請けとしての難工事のほか、当該発注機関における防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして従事した難工
事の工事成績も評価
なお、一次下請けとして従事した工事については、主任技術者又は現場代理人として従事した施工経験があるもの
についてのみ評価対象

事故及び不誠実な行為に
対するペナルティ

【変更なし】

企
業
の
施
工
能
力

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

企
業
の
能
力

その他

評価
区分

評価
項目

評価細目 要件緩和
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【参考】前述の取組におけるお知らせ【参考】前述の取組におけるお知らせ

最適化事業のＥＣＩ方式における共同企業体（ＪＶ）の構成員数制限の緩和について

共同企業体に関する制度を踏まえつつ、地元企業を含む数多くの企業（最大１０社）が参加
できる共同企業体を組成する

共同企業体の構成イメージ

・参加企業の資格（例）：

単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、防衛省競争参加資格の「建築一式工事」
1,200 点※以上であること。また、測量・建設コンサルタント等業務の「建築コンサルタン
ト」に係る「Ｃ」以上の格付を受けていること。
特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、「建築一式工事」又は「土木一式工

事」830点※以上、「電気工事」、「管工事」又は「電気通信工事」870点※以上のいずれか
であること。ただし、代表者以外の構成員に「建築一式工事」又は「土木一式工事」990 点
以上の者を１社以上含むこと。
特定建設工事共同企業体の構成員数は〇社までとする。

※ 工事の規模等を踏まえ、工事毎に設定

共同企業体の構成員に地元企業を含む場合に加点する
19



【参考】前述の取組におけるお知らせ【参考】前述の取組におけるお知らせ

参加条件に県内下請業者への一定程度の下請け発注率を課すことや、評価基準に地元
企業を含めた共同企業体の組成及び地元企業に対する下請け発注率に応じた加点などを
実施

最適化事業のＥＣＩ方式における評価基準

21

配点評価基準評価項目
１０点理解度

技術協力業務に関する提案

技
術
提
案

１０点実施手順及び実施体制

３０点的確性
テーマ１主たる事業

課題に関する
提案

１５点実現性

３０点的確性
テーマ２

１５点実現性

２０点的確性不測の事態の想定、対応力に
関する提案 １０点実現性

１４０点小計

１０点共同企業体の構成員に地元企業が含まれる場合

共同企業体の
組成

地域貢献度
そ
の
他

０点単体の場合又は共同企業体の構成員に地元企業が含まれない場合

※地元企業とは、工事場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。
※都道府県による設定では評価基準として適性を欠く場合、必要に応じて市町村等の記載を可能とする。

１０点構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の６０％以上。

地元企業の
採用

８点構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の５５％以上６０％未満。

６点構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の５０％以上５５％未満。

４点構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の４０％以上５０％未満。

２点構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の３０％以上４０％未満。

０点構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％超３０％未満。

欠格構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％以下。

※地元企業とは、工事場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。
※工事場所と同じ県内に本店の登記がある企業（単体及び代表者を除く）に限り、自社施工分も県内下請業者への発注予定額に計上してもよい。
※都道府県による設定では評価基準として適性を欠く場合、必要に応じて市町村等の記載を可能とする。
※単体又は共同企業体の代表者及び地元企業ではない構成員の施工分の地産品（同一都道府県内産の建設資材等）の調達分を県内下請業者への発注予定金額に計上し
てもよい。

１６０点合計
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